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「大阪･関西万博」への対応、自然災害への対

応、大寒波による雪害対応など、日夜、輸送とお

客様の安全確保にご尽力いただいていることに感謝する。今後交

渉を行なっていくことになるが、その前提として、当社の経営状

況等について申し上げたい。

先日第３四半期決算が発表されたが、連結、単体とも増収増益

となった。単体決算では、営業収益は過去最高であったが、一方

で営業費用も過去最高となっており、結果として、営業利益は過去３番目、万

博効果という特殊要因がなければ対前年減益で過去６番目の水準に留まってい

る。仮に通期業績予想１，２９０億円の営業利益を確保した場合でも、過去最

高の２０１８年度と比較すると８５％水準である。

次年度については、万博効果がなくなることに加え、インフレの影響、北陸

新幹線の上越妙高･金沢間の固定資産減免措置終了に伴う線路使用料の増加、設

備投資増に伴う減価償却費の増加などが見込まれ、当社を取り巻く環境は益々

厳しくなるものと認識している。また、運賃値上げが直ちには困難であること

も踏まえると、賃金をはじめとする処遇改善は、経営状況を十分見極めたうえ

で慎重に判断する必要がある。

最後に基準昇給の考え方について申し上げる。今年度は第３四半期決算では

増収増益ではあるものの、万博効果なければ営業収益、営業利益とも中期経営

計画を下回る水準である。加えて、当社においては、国鉄入社社員の定年退職

が一巡したことも踏まえ、これまで以上に基準昇給実施の会社経営への影響が

高まることも想定される。このように厳しい経営状況が継続しており、依然予

断を許さない状況にあることを踏まえれば、基準昇給の実施を直ちに判断でき

る状況ではない。基準昇給については「大規模災害」や「経営に甚大な影響を

与える事象」の発生がないかを最後まで確認したうえで決定するものと考えて

いるが、貴側の要求も踏まえ、年度初に実施できるよう検討を進めていきたい。


